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議案第４２号 資料  

（教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について） 

◇教育委員会教育長の給与等に関する条例 新旧対照表 ------------------------------------ １ 
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教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第５号）新旧対照表（公布日施行・平成２８年１２月１日適

用） 

現行 改正後（案） 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段に

規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、

解職され、罷免され、又は死亡した日現在）において教

育長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額と、

その合計額に１００分の２０を乗じて得た額との合計額

に、６月に支給する場合においては１００分の２０２．

５、１２月に支給する場合においては１００分の２１７．

５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１） ６箇月 １００分の１００ 

（２） ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

（３） ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

（４） ３箇月未満 １００分の３０ 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段に

規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、

解職され、罷免され、又は死亡した日現在）において教

育長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額と、

その合計額に１００分の２０を乗じて得た額との合計額

に、６月に支給する場合においては１００分の２０２．

５、１２月に支給する場合においては１００分の２２７．

５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１） ６箇月 １００分の１００ 

（２） ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

（３） ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

（４） ３箇月未満 １００分の３０ 
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教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第５号）新旧対照表（平成２９年４月１日施行） 

現行 改正後（案） 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段に

規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、

解職され、罷免され、又は死亡した日現在）において教

育長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額と、

その合計額に１００分の２０を乗じて得た額との合計額

に、６月に支給する場合においては１００分の２０２．

５、１２月に支給する場合においては１００分の２１７．

５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１） ６箇月 １００分の１００ 

（２） ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

（３） ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

（４） ３箇月未満 １００分の３０ 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段に

規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、

解職され、罷免され、又は死亡した日現在）において教

育長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額と、

その合計額に１００分の２０を乗じて得た額との合計額

に、６月に支給する場合においては１００分の２０７．

５、１２月に支給する場合においては１００分の２２２．

５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１） ６箇月 １００分の１００ 

（２） ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

（３） ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

（４） ３箇月未満 １００分の３０ 

 

 

 


